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第６ 次瑞浪市総合計画基本構想に関する 附帯決議 

 

第６ 次瑞浪市総合計画基本構想を 定める に当たっ ては、 次の諸点について特に

着実な運営を 求める 。  

１  市民と 行政の協働によ る ま ちづく り を 目指すと いう 基本理念が示さ れている

が、 実際の行政運営に当たっ ては、 具体的な施策を 示し 協働の趣旨が広く 市民

に理解さ れる よ う 配慮する こ と 。  

２  基本構想計画期間において、 さ ま ざま な人口減少対策を 実施し 人口４ 万人を

維持する と 示し ている が、 厳し い目標値と と ら え、 所期の目的が達成でき る よ

う 取り 組むこ と 。  

３  ま ちづく り の基本方針については、 示さ れている 内容が実現でき る よ う に、

不断の見直し を 行う こ と 。  

４  土地利用構想においては、 中心市街地及び周辺地域においても 活力ある 土地

利用が進むよ う 十分配慮する こ と 。  

５  基本構想実現にむけて、 経常収支比率及び実質公債費比率など 危険域に入ら

ぬよ う 計画的な進捗を 図る こ と 。  

以上決議する 。  

 

平成２ ５ 年１ ２ 月１ １ 日 

 

写し（ 一部抜粋）  
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